
小型車両系建設機械運転者必携【整地・運搬・積込み用及び掘削用／解体用】 

特別教育用テキスト №120101 

＜新旧対照表＞ 第 3 版（令和 4 年 5 月 23 日） 

【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 

※参考等の法令改正は引用先となる「発翰番号」「表題」のみ掲載します。 
 

（旧版） 第 2版 4 刷（令和 3年 8月 20日） （新版） 第 3版（令和 4年 5月 23日） 

[ 表記・用語の統一 （例：職場→事業所 など） ]  

※旧版から新版への変更にあたり、引用および法令に基づく部分等を除き、 

・「作業者」 → 「作業員」 

・「運転手」「オペレータ」 → 「運転者」 

・「運転工」 → 「建設機械運転工」 

・「誘導者」 → 「誘導員」 
上記の通り「表記・用語の統一」を行いました。なお、修正頁は割愛します。 

 

1 

 

（旧版） 第 2版 4 刷（令和 3年 8月 20日） （新版） 第 3版（令和 4年 5月 23日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

29 図 3-11 （右記の通り、「回転方向」を追加） 29 図 3-11  

 

 

50 1 行目 （「(a)比較的柔らかい土質の場合」を、 

右記の通り変更） 

50 1 行目 (a)土質にあった掘削角度 

 土質の硬軟により、バケットの掘削角度を

変えると掘削性がよくなる。 

 比較的柔らかい土質の場合は、バケットの

爪角度を地面に対して 45 度程度にして 

切込み、アームが 90 度掻き込んだところで

掘り終わるようにする（図 4 -12）。 

 掘削の進行は、Ⓐを掘削した後、Ⓑ、Ⓒと

後退して掘削する。 

83 8 行目 （1）未登録の機械では、 

（下線部を、右記の通り修正） 

83 8 行目 （1）タイヤで自走できる重機では、 
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（旧版） 第 2版 4 刷（令和 3年 8月 20日） （新版） 第 3版（令和 4年 5月 23日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

134  （「建設業における建設機械災害発生状況

（H20 年～H25 年）」を削除、右記の通り「建

設業における建設機械災害発生状況（令和 2

年）」に変更。 

134   

 

 

 

141 下から

6 行目 

被災者は、 

（下線部を、右記の通り修正） 

141 下から

6 行目 

運転者（オペレーター）は、 

141 下から

4 行目 

運転者と、 

（下線部を、右記の通り修正） 

141 下から

4 行目 

運転者（オペレーター）と、 

145

～

147 

各表内 傷病名 

（表内の上記下線部を、右記の通り修正） 

145

～

147 

各表内 被災程度 

147 4 行目 ダンプトラック運転手等 

（下線部を、右記の通り修正） 

147 4 行目 建設機械運転工 

152 5 行目 〔安衛施行令〕 

（作業主任者を選任すべき作業） 

第 6 条 法第 14 条の政令で定める作業は次

のとおりとする。 

152 5 行目 〔安衛施行令〕 

（作業主任者を選任すべき作業） 

第 6 条 法第 14 条の政令で定める作業は次

のとおりとする。 
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（旧版） 第 2版 4 刷（令和 3年 8月 20日） （新版） 第 3版（令和 4年 5月 23日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

（上記の内容を、右記の通り修正） (1～8 の 2 略) 

9 掘削面の高さが 2 メートル以上となる地山

の掘削 (ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を

除く。)の作業 (第 11 号に掲げる作業を除く) 

(10～10 の 3 略) 

11 掘削面の高さが 2 メートル以上となる採

石法第 2 条に規定する岩石の採取のための掘

削の作業 

(12～15 の 4 略) 

15 の 5 コンクリート造の工作物 (その高さ

が 5 メートル以上であるものに限る。)の解体

又は破壊の作業 

(16 以下 略) 
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小 型 車 両 系 建 設 機 械 運 転 者 必 携 特 別 教 育 用 テ キ ス ト （ №120101 ）             

連 絡 表 〈令和 6年 7 月 1日 第 3版 3刷〉 

 

 

 コード No.120101 小型車両系建設機械運転者必携 第 3 版 3 刷で、労働安全衛生規則第 151 条の 11（テキスト P160）を

追加したが、版替えとせず 3刷で対応したため、連絡表として通知させて頂きます。 

（追加法令文は以下のとおり。） 

 

  変更、追加 

頁 内 容 頁 内 容 

目次 3 Ⅳ．関係法令 

３ 安全衛生特別教育規程(抄)・・・169 

目次３ Ⅳ．関係法令 

３ 安全衛生特別教育規程(抄)・・・170 

 

160 
 

（右法令を追加） 

 

160 
 

（運転位置から離れる場合の措置） 

第 151条の 11事業者は、車両系荷役運搬機械等の運

転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次

の措置を講じさせなければならない。ただし、走行

のための運転位置と作業装置の運転のための運転位

置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労

働者が作業装置の運転のための運転位置において作

業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、

この限りでない。 

  一  フォーク、ショベル等の荷役装置（テールゲ

ートリフター（第 151条の 2第 7号の貨物自動車の

荷台の後部に設置された動力による駆動されるリフ

トをいう。以下同じ。）を除く。）を最低降下位置

に置くこと。 

  二  （略） 

２  略 

３ 事業者は、第 1項ただし書の場合において、貨

物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを

確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置

を講じさせなければならない。 

４ 貨物自動車の運転者は、第 1項ただし書の場合

において、前項の措置を講じなければならない。 

 


